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開議 午後６時５２分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 それでは、定刻となりましたので、議会運営委員会、これより開会させていただき

ます。 

本日は全員の出席でございます。 

それではここで、無所属横山議員、安田議員からは欠席する旨の届出があり、協議事項について

の意向は事前に伺っていることを報告させていただきます。 

それでは、協議事項の１番目、令和７年第１回定例会の運営についてであります。（１）市長提

出議案及び市長追加提出議案について、議案第９６号、市道路線の認定について、議案第９７号、

人権擁護委員の推薦について、まず、議案第９７号について、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 追加提出いたしました議案につきまして、御説明を申し上げます。 

 議案第９７号、人権擁護委員の推薦につきましては、安西佐都子氏、奥山由紀子氏、佐伯敎道氏、

髙木常光氏、早坂逸人氏、𠮷﨑隆氏が本年９月３０日をもって任期満了となりますことから、小林

史人氏を新たに、安西佐都子氏、奥山由紀子氏、佐伯敎道氏、早坂逸人氏、𠮷﨑隆氏を再度推薦い

たしたく、議会の意見を求めようとするものでございます。 

以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○中野委員長 次に、各派会長会議の結果について、議長から報告をお願いいたします。 

○福居議長 各派会長会議の協議結果について、御報告申し上げたいと思います。 

人権擁護委員候補につきましては、各派会長会議において協議の結果、理事者から示されたとお

り、全会派一致で御同意いただきましたので、御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○中野委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま議長から報告がございました。特に委員の皆様から発言はありますでしょう

か。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、質疑、討論の有無及び賛否について、一覧表に基づき、各会派にお伺い

をさせていただきたいと思います。 

 それでは、大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○江川委員（民主連合） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○高花委員（公明党） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○石川厚子委員（共産） 質疑、討論ありません。賛成します。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○中野委員長 無所属横山議員、また、安田議員からは、質疑、討論なく賛成とお伺いをしている

ところでございます。 

それでは、（２）議会提出議案についてでございます。ア、請願・陳情議案の閉会中継続審査付

託について、イ、予算等審査特別委員会審査結果報告について、ア及びイについて、事務局から説

明をお願いいたします。 
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○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきましては、総務及び子育

て文教の両常任委員会委員長から議長に対しまして、閉会中の継続審査の申出を受け、会期末の本

会議でその手続を取ることとなります。 

次に、イの予算等審査特別委員会審査結果報告につきましては、委員会での審査が終了し、特別

委員会委員長から議長宛てに審査報告書が提出されておりますので、会期末の本会議で報告を受け

ることとなります。したがいまして、質疑、討論の有無及び賛否につきまして御協議いただきたい

と思います。 

以上でございます。 

○中野委員長 それでは、まずアについてでありますが、事務局説明のとおりでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 それでは、組替え動議及び修正案が提出された旨、議長から報告を受けているので、文案を配付

しているところであります。御確認をいただければと思います。 

まず、組替え動議について、提出会派に趣旨説明を求めたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 議案第４４号令和７年度旭川市一般会計予算ほか２件に対する組替え動

議を提案いたします。 

令和７年度旭川市一般会計予算においての物価高騰対策、永山取水施設等の行政財産使用料につ

いて、東光スポーツ公園整備費、花咲スポーツ公園再整備費について、宿泊税について、東旭川学

校給食センター調理業務委託料に係る債務負担行為について、並びに令和７年度水道事業会計及び

下水道事業会計における水道料金及び下水道使用料の減免制度の見直しについて、予算を組み替え、

再度提出すべきことを求めたいと思います。 

○中野委員長 それでは次に、修正案について、提出会派に趣旨説明を求めたいと思います。 

○江川委員（民主連合） 議案第４４号の令和７年度旭川市一般会計予算に対して修正案を提出い

たします。 

内容といたしましては、予算書のうち、第１条第１項の部分を、１千８０１億４千万円を１千８

０２億４千８９０万２千円に修正をしまして、それに伴って、第１表歳入歳出予算の一部を、歳入、

歳出の表で示したとおりに修正を提出しております。 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の臨時的な性質を考えて、こういった内容で子ども基

金を取り崩してでも給食費の保護者負担を実質的に値上がりしないようにという修正案となってお

ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○中野委員長 趣旨説明がそれぞれありました。 

 それでは、提出会派に、まず、組替え動議の提案説明者をお伺いさせていただきたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 能登谷議員でお願いします。 

○中野委員長 次に、提出会派に、修正案の提案説明者をお伺いさせていただきたいと思います。 

○江川委員（民主連合） 高見議員でお願いします。 

○中野委員長 それでは次に、各会派に、委員長口頭報告、組替え動議及び修正案に対する質疑の
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有無をお伺いさせていただきたいと思います。委員長報告については組替え動議の原案とほかの付

託議案も含んでおりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、大会派順に確認をさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 組替え動議に対する質疑はありません。修正案に対する質疑は

ありません。委員長口頭報告にも質疑はありません。以上です。 

○江川委員（民主連合） いずれも質疑はありません。 

○高花委員（公明党） いずれも質疑はありません。 

○石川厚子委員（共産） 質疑はありません。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑ございません。 

○中野委員長 無所属横山議員、安田議員からも質疑はないとお伺いをしているところであります。 

 それでは、各会派に組替え動議及び修正案の原案並びに組替え動議及び修正案に対する討論の有

無及び賛否をお伺いさせていただきたいと思います。 

これについても、大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） いずれも討論ございません。組替え動議につきましては反対い

たします。修正案につきましては反対いたします。原案は全て賛成いたします。 

○江川委員（民主連合） 組替え動議については反対いたします。修正は提案をさせていただいて

おりまして、原案に対しては、議案第４４号に対して反対いたします。そして、反対の討論があり

ます。それ以外に関しては賛成いたします。 

○高花委員（公明党） 組替え動議、修正案ともに討論はありません。反対いたします。原案には

賛成いたします。 

○石川厚子委員（共産） 組替え動議に対して討論をお願いします。修正案については討論ありま

せん。いずれも賛成いたします。原案に対しては、議案第４４号、議案第５２号及び議案第５３号

いずれも反対します。 

○塩尻委員（市民連合） 討論はございません。組替え動議には反対いたします。修正案には賛成

いたします。原案にも賛成いたします。 

○中野委員長 それでは、無所属安田議員が、組替え動議、修正案について反対、原案に対して賛

成、そして、横山議員が、組替え動議に対して反対、修正案は提案者となっており、原案に対して

賛成、それぞれ討論なしと伺っております。 

それでは次に、他の付託議案について、討論の有無及び賛否をお伺いします。 

それでは、大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○江川委員（民主連合） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○高花委員（公明党） 全議案、質疑ありません。賛成いたします。議案第６７号に討論あります。 

○石川厚子委員（共産） 議案第４５号、議案第６７号及び議案第７８号は反対で、反対の討議が

あります。それ以外は賛成いたします。質疑ありません。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○中野委員長 まず、無所属横山議員については、質疑、討論なく賛成、無所属安田議員について

も質疑、討論なく賛成と伺っているところであります。 
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それでは、討論があるということでありましたので、まず、組替え動議の討論者を確認させてい

ただきます。 

○石川厚子委員（共産） まじま議員でお願いします。組替え動議の原案と併せて討論します。 

○中野委員長 修正案に対する討論者を確認させていただきます。 

○江川委員（民主連合） 修正案ではなく原案に対しての反対討論で、髙橋紀博議員でお願いしま

す。 

○中野委員長 付託議案に対する討論者を確認させていただきます。 

○高花委員（公明党） 議案第６７号は、駒木議員で、賛成討論いたします。 

○中野委員長 それでは、討論者を確認させていただきました。 

採決は、組替え動議、修正案、原案の順となりますので御確認をお願いしたいと思います。 

そして、組替え動議及び修正案は、本委員会終了後、タブレット端末に配信することとさせてい

ただきますので、御承知おきいただきたいと思います。 

それでは、附帯決議案が提出された旨、議長から報告を受けているので、文案を配付していると

ころでございます。提出会派に趣旨説明を求めたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 議案第６７号、旭川市宿泊税条例の制定に関しまして、本市の宿泊税に

ついては、制度設計上未成熟であり、その課税額や使途の根拠が明確ではないことや、宿泊事業者

から十分な合意が得られていないことなど、拙速な部分があることが予算審議の中で明らかとなり

ました。宿泊税の課税額１泊２００円の使途の根拠を明確にすることのほか、宿泊弱者対策を定め

ることや宿泊事業者と十分な合意形成を図るなど、課題を整理した上で実施することを附帯決議と

して提案いたします。 

○中野委員長 それでは、提出会派に提案説明者をお伺いさせていただきたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 中村みなこ議員でお願いします。 

○中野委員長 次に、各会派に質疑、討論の有無及び賛否をお伺いさせていただきたいと思います。 

大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑、討論なく反対いたします。 

○江川委員（民主連合） 質疑、討論ありません。賛成いたします。 

○高花委員（公明党） 質疑、討論なく反対いたします。 

○石川厚子委員（共産） 討論の用意があります。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○中野委員長 無所属安田議員からは、質疑、討論なく反対であるとお聞きをしております。無所

属横山議員からは、賛成であるということでお聞きをしております。質疑、討論はないということ

であります。 

 それでは、討論があるということでありましたので、討論者を確認させていただきたいと思いま

す。 

○石川厚子委員（共産） 石川厚子でお願いします。 

○中野委員長 それでは、採決方法の確認についてでありますが、反対がありますので、電子採決

というふうにさせていただきたいと思います。 

附帯決議案については、特別委員会付託議案の採決後に扱うこととさせていただきます。そして、
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附帯決議案は、本委員会終了後、タブレット端末に配信をさせていただきますので、御承知おきい

ただきたいと思います。 

それでは、協議事項の（２）ウに戻りたいと思います。議案第９８号、旭川市議会会議規則の一

部を改正する規則の制定について、エの議案第９９号、旭川市議会会議規則及び旭川市議会会議規

則の一部を改正する規則の読点の表記を改める規則の制定について、２月１３日の議会運営委員会

において、本市の公用文における読点の表記を「，」から「、」に改めることについて協議し、本

日議案として配付をしているところであります。 

また、３月１８日の代表者会議における協議の結果、規則を改正することで全会一致となったと

ころでございます。 

配付してある議案のとおり、議会運営委員会提出議案とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、議案は本委員会終了後、各議員に配付をさせていただきたいと思います。 

協議事項のオ、議案第１００号、旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、

３月１８日の代表者会議における協議の結果、条例を改正することで全会一致となったところであ

りますが、配付してある議案のとおり、議会運営委員会提出議案とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、議案は本委員会終了後、各議員に配付することとさせていただきます。 

次に、議案第１０１号、旭川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、２月２０日の議会運営委員会において新旧対照表を配付し、修正等意見がある場合は３

月７日までに提出していただくとしていたところであり、特に修正意見等がなかったことから、配

付してある議案のとおり、議会運営委員会提出議案とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、議案は本委員会終了後、各議員に配付することとさせていただきます。 

次に、議案第１０２号、旭川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、３月１１日の代表者会議における協議の結果、条例を改正することで全

会一致となったところでありますが、配付してある議案のとおり、議会運営委員会提出議案とする

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろ
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しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 議案は本委員会終了後、各議員に配付することとさせていただきます。 

次に、議案第１０３号、議決変更についてでございます。３月１８日の代表者会議における協議

の結果、議決変更をすることで全会一致となったところでありますが、配付してある議案のとおり、

議会運営委員会提出議案とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 議案につきましては、本委員会終了後、各議員に配付をさせていただきたいと思い

ます。 

次に、議案第１０４号、議員の行政調査派遣についてであります。２月１３日の議会運営委員会

において確認したとおり、本日議案を配付しているところでありますが、本会議での提案説明、質

疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、議案は本委員会終了後、各議員に配付をさせていただきたいと思います。 

なお、派遣内容に変更を要するときは、その取扱いを議長に一任することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

次に、議案第１０５号、議員の国内姉妹都市派遣についてでございます。配付資料のとおり、本

年５月２日から５月４日までの日程で行われる南さつま市姉妹都市提携１０周年記念訪問団への参

加について、市長から議長等に対し参加依頼があり、３月１８日の代表者会議における協議の結果、

派遣議員について全会一致となったところでありますが、配付してある議案のとおり、議会運営委

員会提出議案とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、本会議での提案説明、質疑、討論は省略し、簡易採決とすることでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 議案につきましては、本委員会終了後、各議員に配付をさせていただきます。 

次に、意見書・決議案についてであります。代表者会議での協議の結果、配付してある一覧表の

とおりとなったので、御確認をいただきたいと思います。 

それでは、意見書の関係でありますが、議長宛てに動議の意見書案第１号ないし意見書案第４号

の以上４件が提出されているので、本日配付をしているところでございます。議案番号は配付して

いる代表者会議の結果のとおりであります。 

まず、動議の意見書案の提案説明者について、順次、確認をさせていただきたいと思います。 

意見書案第１号について、文案の提出会派のほか、市民連合が提案会派に加わっているので、御

確認をいただきたいと思います。提案会派の民主連合、市民連合、無所属横山議員に提案説明者を
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お伺いさせていただきたいと思います。 

○江川委員（民主連合） 横山議員でお願いします。 

○中野委員長 それでは次に、意見書案第２号について、提案会派の民主連合に提案説明者をお伺

いさせていただきます。 

○江川委員（民主連合） 江川でお願いします。 

○中野委員長 それでは次に、意見書案第３号について、提案会派の共産に提案説明者をお伺いさ

せていただきます。 

○石川厚子委員（共産） 石川厚子でお願いします。 

○中野委員長 それでは次に、意見書案第４号について、提案会派の共産に提案説明者をお伺いさ

せていただきます。 

○石川厚子委員（共産） まじま議員でお願いします。 

○中野委員長 それでは次に、動議の意見書案第１号ないし意見書案第４号の以上４件について、

各会派に質疑、討論の有無を一括してお伺いさせていただきたいと思います。 

なお、質疑、討論がある場合は、質疑者、または討論者も併せて御発言いただきたいと思います。 

大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） いずれに対しても質疑、討論ございません。 

○江川委員（民主連合） いずれも質疑、討論ありません。 

○高花委員（公明党） 質疑、討論ありません。 

○石川厚子委員（共産） 質疑、討論ありません。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論ございません。 

○中野委員長 無所属横山議員からは、質疑、討論なく、意見書案第２号ないし意見書案第４号と

も賛成、無所属安田議員からは、質疑、討論なく、４件とも反対とお伺いをしているところであり

ます。 

それでは次に、全会一致の意見書案第５号及び意見書案第６号の以上２件について、各会派に討

論の有無を一括してお伺いさせていただきたいと思います。討論がある場合は、討論者も併せて御

発言いただきたいと思います。 

大会派順に確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） いずれも討論ございません。 

○江川委員（民主連合） いずれも討論ありません。 

○高花委員（公明党） いずれも討論ありません。 

○石川厚子委員（共産） 討論ありません。 

○塩尻委員（市民連合） いずれもございません。 

○中野委員長 無所属横山議員、安田議員からは、２件とも質疑、討論なく賛成、提案者には加わ

らないと伺っているところでございます。 

意見書については以上となります。 

 それでは、協議事項の（３）本会議（最終日）の日程についてでございます。事務局から説明を

お願いいたします。 

○小川議会事務局議事調査課長補佐 ３月２５日の本会議の運びについて御説明いたします。 
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開会し、会議録署名議員の指名、報告の後、議事に入ります。まず、議案第４４号ないし議案第

９５号の以上５２件を一括して議題とし、予算等審査特別委員会委員長から審査結果の口頭報告が

あった後、議案第４４号令和７年度旭川市一般会計予算ほか２件に対する組替え動議及び議案第４

４号令和７年度旭川市一般会計予算に対する修正案を併せて議題とし、組替え動議について、日本

共産党の能登谷議員から、修正案について、民主・市民連合の高見議員からそれぞれ提案説明があ

った後、質疑なく、討論に入り、民主・市民連合の髙橋紀博議員から議案第４４号に対して反対の、

公明党の駒木議員から議案第６７号に対して賛成の、日本共産党のまじま議員から議案第４４号、

議案第４５号、議案第５２号、議案第５３号、議案第６７号及び議案第７８号に対して反対、議案

第４４号ほか２件の組替え動議に対して賛成の討論がそれぞれあった後、採決に入ります。採決は

分割により行います。まず、組替え動議について、電子表決システムにより採決いたします。次に、

修正案について、電子表決システムにより採決いたします。次に、組替え動議及び修正案の原案で

あります議案第４４号について、電子表決システムにより採決いたします。次に、組替え動議の原

案であります議案第５２号及び議案第５３号の以上２件について、電子表決システムにより採決い

たします。次に、議案第４５号、議案第６７号及び議案第７８号の以上３件について、電子表決シ

ステムにより採決いたします。次に、議案第４６号ないし議案第５１号、議案第５４号ないし議案

第６６号、議案第６８号ないし議案第７７号及び議案第７９号ないし議案第９５号の以上４６件に

ついて簡易採決いたします。次に、附帯決議案第１号、議案第６７号旭川市宿泊税条例の制定に対

する附帯決議についてを議題とし、日本共産党の中村みなこ議員から提案説明があった後、質疑な

く、日本共産党の石川厚子議員から賛成の討論があった後、採決に入り、電子採決となります。次

に、議案第９６号を議題とし、質疑、討論なく簡易採決となります。次に、議案第９７号を議題と

し、理事者から提案説明があった後、質疑、討論なく簡易採決となります。次に、議案第９８号な

いし議案第１０５号の以上８件を順次議題とし、いずれも提案説明、質疑、討論を省略し、簡易採

決となります。次に、請願・陳情議案の閉会中継続審査付託についてを議題とし、総務及び子育て

文教両常任委員会委員長の申出どおり、閉会中の継続審査付託の手続を取ることとなります。次に、

意見書案第１号を議題とし、無所属の横山議員から提案説明があった後、質疑、討論なく、電子採

決となります。次に、意見書案第２号を議題とし、民主・市民連合の江川議員から提案説明があっ

た後、質疑、討論なく、電子採決となります。次に、意見書案第３号を議題とし、日本共産党の石

川厚子議員から提案説明があった後、質疑、討論なく電子採決となります。次に、意見書案第４号

を議題とし、日本共産党のまじま議員から提案説明があった後、質疑、討論なく、電子採決となり

ます。次に、意見書案第５号及び意見書案第６号の以上２件を順次議題とし、それぞれ提案説明を

受けた後、いずれも質疑、討論なく簡易採決となります。以上で閉会となります。本会議の所要時

間につきましては、発言部分を除き、およそ６０分程度と思われます。 

以上でございます。 

○中野委員長 事務局説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 それでは、協議事項の２番目、その他でございます。（１）旭川市議会の個人情報の保護に関す

る条例施行規程の一部改正についてであります。２月２０日の議会運営委員会において、新旧対照
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表を配付し、修正等意見がある場合は３月７日までに提出していただくとしていたところ、特に修

正意見等がなかったことから、本日、旭川市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を

改正する規程（案）を配付しているところであります。このとおり改正することでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。なお、改正手続につきまし

ては、議長が行うこととなりますので、御承知おき願いたいと思います。 

（２）旭川市議会規程等の読点の表記を改めることについて、このことについて、配付資料に基づ

き、事務局から説明をお願いいたします。 

○林上議会事務局次長 それでは、配付資料を御覧いただければと存じます。 

本市におきましては、本年４月１日から読点の表記を「，」から「、」に改めることに伴いまし

て、資料にお示しいたしておりますとおり、規則等の読点の表記についても改めようとするもので

ございます。 

まず、資料の１、旭川市議会規則につきまして、（１）の会議規則、（２）の傍聴規則がござい

ますが、（１）の会議規則の改正は、先ほど御協議いただきましたとおり、議決が必要であります

ことから、（２）の傍聴規則につきまして、別途、読点の改正の手続を取ろうとするものでござい

ます。 

次に、２、旭川市議会規程につきましては、対象が資料の（１）から（７）までに記載している

ものでありまして、これらを一括して読点の改正の手続を取ろうとするものでございます。このう

ち、（２）の旭川市議会議員証規程につきましては、既に交付しております議員証は、読点に

「，」を用いておりますが、改正後におきましても現在交付しておりますものを使用できるよう経

過措置を講じてまいります。 

次に、３、旭川市議会告示につきましては、旭川市議会の所管に係る旭川市情報公開条例施行規

程でありまして、こちらも読点の改正の手続を取ろうとするものでございます。 

いずれも施行日は本年４月１日としております。 

なお、資料にはございませんが、これまで、議会運営委員会で決定いたしました各種申合せの読

点につきましても、本年４月１日から「、」に改めることになろうかと思いますので、こちらにつ

きましても御承知おき願いたいと存じます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま事務局から説明がございました。 

事務局説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。なお、改正手続につきまし

ては議長が行うこととなりますので、御承知おき願いたいと思います。 

それでは、（３）旭川市議会オンラインによる方法で開催される委員会に関する運用要綱及び旭

川市議会オンライン質問運用要綱の制定についてであります。旭川市議会オンラインによる方法で

開催される委員会に関する運用要綱及び旭川市議会オンライン質問運用要綱については、３月１８

日の代表者会議における協議の結果、配付資料のとおりとすることで全会一致となったところでご
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ざいます。このとおり制定することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。なお、制定手続については

議長が行うこととなりますので、御承知おきいただきたいと思います。 

（４）常任委員会行政視察派遣基準等についてであります。常任委員会行政視察派遣基準及び常

任委員会行政視察に関わる議運申合せについて、３月１４日の代表者会議における協議の結果、配

付資料のとおり改正することで全会一致となったところでありますが、このとおり改正することで

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

（５）旭川市議会業務継続計画（旭川市議会ＢＣＰ）ハンドブックについてであります。旭川市

議会業務継続計画（旭川市議会ＢＣＰ）ハンドブックについて、３月４日の代表者会議における協

議の結果、配付資料のとおりとすることで全会一致となったところでありますが、このとおり作成

することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。なお、ペーパーレス化の観

点から、作成後はデータにて配付をさせていただきたいと思います。非常時に備え、各自、タブレ

ット端末のホーム画面に保存する、もしくは印刷して手元に置くなど、各会派所属議員に御周知を

いただきたいと思います。 

（６）議会の改善・要望事項について、令和５年９月６日の議会運営委員会において確認の上、

議長を通じて広聴広報委員会に協議を委ねていた整理番号㉑及び整理番号㉓「中継・配信」、整理

番号㉖「市議会だより」及び整理番号㉘「意見交換会」については、３月４日に、議長を通じて広

聴広報委員会委員長から、協議の結果、調整が整わなかったため、広聴広報委員会における協議を

終えたとの報告があったところでございます。これらの項目の今後の取扱いにつきましては、他の

改善・要望事項と併せて代表者会議で協議することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、次回以降の代表者会議で協議することとさせていただきたいと思います。 

（７）予算等審査特別委員会委員長からの申し伝えについてであります。予算等審査特別委員会

委員長から、３月１８日の予算等審査特別委員会代表者会議において、自民会議から総括質疑の在

り方について発言があり、議会運営委員会に申し伝えてほしい旨、議長を通じて報告がございまし

た。この内容につきましては、次回以降の代表者会議で協議することとさせていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

本日、予定をしておりました議事については以上となります。 

次回の議会運営委員会代表者会議の招集については、３月２５日、本会議終了後、口頭招集とさ

せていただきたいと思います。 

また、本日の議会運営委員会の進行に不手際、また課題があったことをおわび申し上げたいと思
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います。御協力ありがとうございました。 

以上をもちまして、議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後７時４１分 

 

 


